
1 

 

博士論文 

現代日本の「政策志向的概念として再解釈されている市民社会」に関する考察 

―「抵抗」とソーシャル・キャピタルを中心に― 

 

平成 28 年 3 月 

中央大学大学院・総合政策研究科・総合政策専攻 

金 恩愛（Kim Eun-ae） 

 

 

目    次 

 

序論  

1．問題の所在  

2．本研究の目的と意義（概念の定義）  

3．研究範囲及び方法  

4．本論の構成  

第Ⅰ章 市民社会の変容：「新しい市民社会」  

はじめに  

第 1 節 日本における「新しい市民社会」  

1．「新しい市民社会」とは  

2．「新しい市民社会」に関する研究の動向と特性  

3．ソーシャル・キャピタルと「新しい市民社会」  

第 2 節 日本の市民社会の変容  

1．歴史的文脈からの日本の市民社会  

2．「新しい市民社会」の多様性  

第 3 節 「政策志向の市民社会」に内在している矛盾  

1．「政策志向の市民社会」の両義性  

2．「参加型社会」における「市民参加」のアンバランス  

おわりに  

第Ⅱ章 「新しい市民社会」における「抵抗」とは  

はじめに  

第 1 節 「新しい市民社会」論  

1．国家体制と市民社会  

2．市場体制と市民社会  

3．政策と市民社会  

4．小括  

第 2 節 「抵抗」する市民社会  

1．「抵抗」の概念  

2．「新しい市民社会」における「抵抗」の概念  

――――――――――多様な価値が共存する現代社会における「抵抗」  

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

https://core.ac.uk/display/229784887?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


2 

 

第 3 節 「抵抗」のモデル  

1．「抵抗」のモデルの構築  

2．「抵抗」の視点  

おわりに  

第Ⅲ章 「新しい市民社会」とソーシャル・キャピタル  

はじめに  

第 1 節 市民社会におけるソーシャル・キャピタル  

1．ソーシャル・キャピタルとは  

2．市民社会におけるソーシャル・キャピタル  

第 2 節 ソーシャル・キャピタルの「価値の多様性」  

1．ソーシャル・キャピタルに対する見方  

2．ボードリヤールの「消費」のメカニズム  

第 3 節 「新しい市民社会」とソーシャル・キャピタル  

――――――――― ソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」  

1．既存の SC 研究の分類  

2．ソーシャル・キャピタルの社会・文化的視点の変容  

おわりに  

第Ⅳ章 「新しい市民社会」と「社会的経済」  

はじめに  

第 1 節 「政策志向の市民社会」としての「社会的経済」  

1．「社会的経済」とは  

2．歴史的文脈からの「社会的経済」  

3．政策志向の「社会的経済」  

4．政策志向の「社会的経済」の特性  

第 2 節 「新しい市民社会」と「社会的経済」：「抵抗」の視点から  

1．「社会的経済」をめぐる議論  

2．「抵抗」の視点とソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」  

第 3 節 「政策志向の市民社会」としての「社会的経済」  

―――――――――日本の市民セクター  

1．日本における「社会的経済」  

2．日本における「社会的経済」の課題  

おわりに  

結論 今後の「新しい市民社会」，とりわけ「政策志向の市民社会」の方向性  

1．本研究は何を明らかにしたのか  

2．本研究の示唆と課題  

 

参考文献（日本語文献・英語文献・韓国語文献）  

 

 

 



3 

 

序論 

 

1．問題の所在 

 

周知のように，日本でも「社会的経済」という用語は直接的に使われていないが，非営利組織

(NPO)と協同組合，サードセクターなどのような「社会的経済」に係わる研究が行われている(角瀬 

1997：富沢・川口編 1997：橋本 1998：後 2011：栗本 2011：大沢 2011：田中 2011：大高 2005)．

特に「特定非営利活動促進法(NPO 法)」（1998 年）の成立，民法改正による公益法人制度改革

(2006 年)などの法的・制度的枠組みが備えられた以後，田中が指摘したように，多様な問題に直

面しながらもある面では様々な成果を挙げ，「政策志向の市民社会」としての非営利組織(NPO)に

対する期待が高まりつつある． 

このような傾向は，1980 年代から市民社会の再解釈という側面から議論されている「新しい市民

社会」というテーマと密接な関係があると考えられる．なぜならば，「新しい市民社会」に関する議論

は，市民社会と国家・市場体制との新たな関係を中心に行われているからである．この市民社会・

国家・市場体制の新たな関係は，1980 年代から本格化された新自由主義の市場経済のグローバ

リゼーションと 1989 年に起きた東欧社会主義国家の崩壊といった歴史的転換期を経て形成されつ

つある「新しい市民社会」を想定する際に有用なフレームになる．そこで最も注目されるのが，従来

の市民社会ではあまり見られなかった「政策志向」という新たなパターンである．この「政策志向」と

いうのは，国家と市場の失敗によって生じた多様な社会問題に対して国家と市場に代わって効率

的な対応ができるという期待から，市民社会が国の政策領域で取り上げられるという現象を表わし

た表現（用語）である．このような文脈から，「新しい市民社会」というイメージとして最も注目されて

いるのが，「政策志向の市民社会」であるという認識から，本研究の論点はスタートする． 

しかしながら，ここで注意すべき点がある．それは，「政策志向の市民社会」という新たな形態の

市民社会が，「新しい市民社会」への変容という側面では意義があるものの，市民社会が制度化さ

れることによって予想される国家（政府）の干渉である．このような国家（政府）の干渉によって生じら

れる問題点として次の 3 点が挙げられる．（１）市民社会が国家・市場体制との新たな関係を模索し

ながら，その活動の領域を拡張させたという「政策志向の市民社会」の意義が変容されかねないと

いう点である．（２）市民社会の機能と役割が制限されかねないという点である．（３）その結果，多様

なアクターが意思決定過程から排除されかねないという点である． 

これらの問題点は，「政策志向の市民社会」に内在している矛盾から生じられると考えられる．そ

こで，「政策志向の市民社会」の意義を生かしながら，「新しい市民社会」として「政策志向の市民

社会」の可能性を再認識するためには「政策志向の市民社会」という現象に内在している矛盾を明

らかにした上で，その矛盾を克服しようという社会的努力が必要であると考えられる．  

以上のような内容を踏まえ，本研究で最も注目したいのは，「新しい市民社会」，とりわけ「政策

志向の市民社会」を洞察できる新たな基準として「抵抗」の視点とソーシャル・キャピタルの「社会・

文化的価値」を抽出することを試みることである．そして，こうした基準に基づき，「新しい市民社会」，

とりわけ「政策志向の市民社会」に対する新たな見方を試みることである．こうした新たな見方を試

みることによって，上記した「政策志向の市民社会」に内在している矛盾を少しでも克服できると期

待できる．最終的には，これによって「政策志向の市民社会」の意義と成果を踏まえ，多様な視点と

価値が共存しながら相互補完的に作用する仕組みとしての市民社会が想定されると考えられる． 
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2．本研究の目的と意義（概念の定義） 

 

本研究の目的は，「新しい市民社会」における「視点」と「価値」の側面に焦点をあて，「政策志向

の市民社会」が，国家・市場体制から干渉されない「新しい市民社会」としての可能性を探究するこ

とである．具体的には，市民社会における「抵抗」の視点とソーシャル・キャピタルの「社会・文化的

価値」に基づき，日本の「新しい市民社会」，とりわけ「政策志向の市民社会」に対する新たな見方

を試みることである．  

そして，本研究の意義は，「政策志向の市民社会」の意義を念頭に置きながら，学際的なアプロ

ーチから，新たな分析の理論的フレームワークを提示することを試みたことである．新たな分析の

理論的フレームワークは，「抵抗」の視点とソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」である．こ

の新たなフレームワークを通し，「政策志向の市民社会」が偏向的・一方的な視点と価値ではなく，

共存する多様的・多元的な視点と価値による「市民参加」がバランスよく行われ，社会発展をもたら

すという意味で，国家・市場体制から干渉されない政策志向的概念として新たに定立されると思わ

れる．  

 

3．研究範囲及び方法 

 

本研究の対象（範囲）は，日本における「新しい市民社会」，とりわけ「政策志向の市民社会」で

ある．そして，本研究の方法は文献研究である． 

 

4．本論の構成 

 

本論は，序論と結論を除き，4 章から構成されている．第Ⅰ章は，本研究における問題意識を明

らかにするものである．第Ⅱ章は，問題意識をクリアにするため，必要とされる分析の理論的フレー

ムワークの構築を試みるものである．第Ⅲ章は，第Ⅱ章で構築したフレームワークを用い，市民社

会におけるソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」について考察したものである．そして，第

Ⅳ章は，第Ⅱ章からの「視点」と第Ⅲ章からの「価値」を用い，「政策志向の市民社会」の一環として

見なされる「社会的経済」について考察したものである．  

 

 

第Ⅰ章 市民社会の変容：「新しい市民社会」 

  

はじめに  

 

本章の目的は，日本での市民社会に関する先行研究の限界を明らかにした上で，本研究にお

ける問題意識について具体的に述べることである．  

 

第 1 節 日本における「新しい市民社会」   

1．「新しい市民社会」とは  
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1－1．市民社会とは 

 

近年，市民社会という用語が様々な領域・分野で多用されている状況から推定できるように，市

民社会は，それに対する見方によって多様な解釈ができる概念であり，市民社会の機能を含め，

役割，国家・市場体制との関係などを考慮して定義しなければならない概念である．しかしながら，

いくら市民社会に対する見方が多様であるとしても，市民社会の存在についてはおそらく異論のな

いところであろう．なぜならば，市民社会は自生的秩序として捉えられるからである（千葉 2002：

143）． 

   

1－2．従来の市民社会と「新しい市民社会」 

   

従来の市民社会は「政治モデルの市民社会」や「市場モデルの市民社会」といった特定のモデ

ルで説明ができたが，「新しい市民社会」は「市場モデルの市民社会」や「公的領域のモデル市民

社会」のような特定のモデルでは説明ができない．「新しい市民社会」は確定された定義からでは

なく，「市場モデル市民社会」や「公的モデル市民社会」のような多様なモデルから考えられる． 

 

2．「新しい市民社会」に関する研究の動向と特性 

 

山口が言った「市民社会論のルネサンス」という表現から分かるように，市民社会をめぐる多様な

言説をもとに「市民社会」という用語が 1980 年代以降，幅広い領域・分野で多用されている．  

 

3．ソーシャル・キャピタルと「新しい市民社会」 

 

多くの既存の研究では SC の概念的特性が限定的に捉えられているため，SC が手段的ないし

道具的に捉えられている傾向があるという点に注目すべきであろう．なぜならば，これは，SC が市

民社会の本質を問わず「政策志向」という方法論的な側面だけに焦点があてられて強調されてい

ることを意味するからである．このような傾向に対し，問題意識として最も重要なのは，市民社会に

おける「政策志向」というのが何を意味するのか，という論点に対する議論があまりなされていないと

いうことである． 

  

第 2 節 日本の市民社会の変容 

1．歴史的文脈からの日本の市民社会 

 

日本の市民社会の変容に焦点をあて，（1）1960年代～1970年代，（2）1980年代～1990年代，（3）

2000年代～2010年代（現在），のように時代を3つに分けて簡単に整理し，各時代の市民社会の特

性について若干の検討を加える．  

 

2．「新しい市民社会」の多様性 

  

日本の「政策志向の市民社会」はどのような様相をみせているだろうか．まず，長谷川は，市民
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社会の「政策志向化と制度化」という変化が，日本の市民社会において重要であると指摘しながら，

より具体的な変化として，以下の5つを挙げている（長谷川 2001：40-41）．（1）市民活動の組織化

である．（2）問題解決型の市民社会である．（3）市民社会の戦略の転向である．（4）政策志向の市

民社会である．（5）地球市民社会である．これらの変化は，1980年代～90年代に起き，日本におけ

る「新しい市民社会」として位置付けられる．NPO法や条例などのような法的・制度的な整備は，市

民社会が政策志向的概念として注目されるようになった契機を提供したともいえる．そして，NPO法

人や住民投票や市民オンブズマンなどのような市民社会は，「新しい市民社会」のイメージが「政

策志向」であることを具体化させたともいえる．さらに，市民社会が，(1)「参加型社会」を目指し，(2)

「政策志向の市民社会」という新たな形態が現れた． 

 

第 3 節 「政策志向の市民社会」に内在している矛盾  

1．「政策志向の市民社会」の両義性 

 

「政策志向の市民社会」には両義性が存在する．これは，「政策志向の市民社会」の「正」と「負」

の側面が共存することを意味する．すなわち，従来の市民社会では考えられなかった国家・市場

体制と協力する市民社会としての新しい可能性という「正」の側面と，残念ながら，その新しい可能

性から生じられる問題という「負」の側面が，まるでコインの両面（two sides of a coin）のように，共存

するということである．言い換えると，市民社会が国の政策領域で取り上げられるようになったことに

よって市民活動の領域が広がり，多様な市民社会の要求に対応できるようになった一方，その代

わりに，市民社会が制度化されることにより，国家・市場体制に影響を受けやすくなった．  

そこで最も重要なのは，市民社会が国家・市場体制との新しい関係を模索する際に持つべき基

準を明確にする必要があるということである．言い換えると，どのような「視点」と「価値」で市民社会

が国家・市場体制との新しい関係を模索するかに関する議論が必要であるという点である．なぜな

らば，「政策志向の市民社会」というのは市民社会が制度化されることであり，それによって市民社

会が国家（政府）の干渉を受ける可能性があるからである． 

 

2．「参加型社会」における「市民参加」のアンバランス 

 

現在，日本で行われている「市民参加」は，社会政策の視点から政府(行政)と協働を模索する

NPO，とりわけ福祉 NPO の市民活動に関するコンテンツのキーワードとして捉える場合も多い．こ

れらの研究には社会福祉・地域活性化政策などのような政策と草の根非営利組織(NPO)を中心と

する研究が多く，NPO の市民活動と関連された市民参加は，上記のような政治的性向はあまり見ら

れない．そして，実際に行われている「市民参加」についても，ボランティア的参加を追求する NPO

法人の数の増加と実際に社会問題化されつつある「投票参加率の低下」との関連から考えると「市

民参加」のアンバランスという問題が明らかになろう．ここで注目したいのは，「投票参加率の低下」

から予測できる，「政策志向の市民社会」と密接な関係がある「参加型社会」の矛盾である．この

「参加型社会」の矛盾を明らかにするためには，「参加型社会」における「市民参加」をどのように定

義するかが重要な問題であるが，「政策志向の市民社会」において「市民参加」の重要性が高まり

つつある現状の中で，最も重要なのは，この「市民参加」がボランティア的参加であろうが，政治的

参加であろうが，関係なく多様な参加がバランスよく行われることである． 
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おわりに  

 

日本の市民社会は，変化しつつある経済的・社会的・政治的環境とともに変わっている．その変

化の中で最も注目されているのは，国家・市場体制と対立・対抗的関係を保ってきた従来型の市

民社会から，国家・市場体制と協力・協働的関係を図る新型の市民社会，いわゆる「新しい市民社

会」へ変容しているということである．このような関係の変化は，従来型の市民社会では見られなか

った「政策志向の市民社会」を登場させたと同時に，多様な社会活動への多様な参加が行われる

「参加型社会」という新たな市民社会のモデルを抽出した． 

「新しい市民社会」として最も注目されているのは「政策志向の市民社会」である．「政策志向の

市民社会」は，特に社会政策・公共政策の領域で国家と市場に代わって肯定的役割を果たす期

待とともに国側の必要性と市民社会側の必要性がマッチした結果であったという認識から，社会科

学では政策志向や制度化などのような市民社会の新たな形態として肯定的に捉えられている．し

かしながら，「政策志向の市民社会」，特に国の政策領域における市民社会は国家・市場体制の

干渉を受けず，自立・自律した活動ができるか，という論点に対する議論はあまりなされていない． 

このような動向から，本論の問題意識として次の 2 点が挙げられる．第 1 に，「新しい市民社会」

とりわけ「政策志向の市民社会」の両義性がありうるということである．「政策志向の市民社会」の両

義性は，「政策志向」としての「正」と「負」が共存することを示す．「正」は，国家・市場体制との新し

い関係を模索する新たな様態の市民社会が登場し，市民社会の参加方式が多様化されたというこ

とを意味する．そして，「負」は，国の政策領域における市民社会は政治的性向が弱いため，市民

社会が国家・市場体制から干渉されやすくなるということを意味する．第 2 に，日本では「参加型社

会」の重要性が強調されているにもかかわらず，「市民参加」のアンバランスが目立つということであ

る．実際に日本では，NPO のような日常生活・経済的活動と関連する市民参加は盛んであるが，こ

れらの多くがボランティア的参加である．反面、多くの研究でも指摘されているように，投票のような

政治参加は減っている．このような社会現象から，多様な参加が行われているとは言い難い．「新し

い市民社会」の 1 つのモデルとして「参加型社会」が，人々が多様な社会的活動へ参加する社会，

すなわち政治参加を含め，経済活動，社会活動などにおける活発な参加が行われる社会であるこ

とに共通する認識があるものの，実際には特定の参加のパターンに傾いているように見られる．こ

れらの社会現象は，市民社会が国家・市場体制から干渉されやすいということを意味する．以上の

ような問題を改善するためには何が必要だろうか．これが本研究の問題意識である． 

 

 

第Ⅱ章 「新しい市民社会」における「抵抗」とは 

    

はじめに 

 

本章の目的は，第Ⅰ章で明らかになった問題意識を踏まえ，本研究における分析の理論的フレ

ームワークとして「新しい市民社会」に相応しい「抵抗」の概念の再解釈と，その再解釈された「抵抗」

の概念を用い，「抵抗」のモデルの構築を試みること，すなわち「抵抗」の視点を定めることである．  
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第 1 節 「新しい市民社会」論   

1．国家体制と市民社会   

2．市場体制と市民社会 

3．政策と市民社会 

4．小括 

 

市民社会と国家体制との関係からは，従来の市民社会と重なる側面もあるものの，新しい関係を

模索する側面があり，その新しい関係を模索する際に，重要となれる基準について検討する必要

があることが分かった．そして，市場体制との関係からは，市民社会において経済的活動をすると

いう意味―近代的のブルショア的市民―社会的目的を追求するための経済的活動をする市民社

会に対する見方の両義性があり，それを克服するための方法について検討する必要があることが

分かった．さらに，政策との関係からは，「政策志向の市民社会」という「新しい市民社会」としての

特性を明らかにしてくれる．政策との関係というのは，市民社会が政策決定過程に参加するという

ことを意味するため，この「参加する」ということに必要な基準について検討する必要があることが分

かった．最後に，「新しい市民社会」論で最も注目されているのは，国家・市場体制との新たな関係

を模索する市民社会，すなわち「政策志向の市民社会」である．この新たなパターンの市民社会は，

従来の市民社会とは異なるように見えるが，市民社会としての属性は変わらない．  

  

第 2 節 「抵抗」する市民社会  

1．「抵抗」の概念 

 

市民社会における「抵抗」というのは，市民の義務としての政治的抵抗権の行使であり，人間らし

い生活をするために欠かせない本質的な要素であろう．しかしながら，「抵抗」というと，一般的に国

家ないし市場体制と対立し，直接公道等において抗議や反対運動をする急進的で過激な集合行

動だと考える人々が多いだろう．勿論，これも従来の市民社会の姿を表していると言えるが，市民

社会の変容を考えると，このような画一的な抵抗の姿は古く，「新しい市民社会」論から推定される

市民社会の「抵抗」の 1 つのパターンに過ぎないことが分かるだろう． 

 

2．「新しい市民社会」における「抵抗」の概念 

――――――――――多様な価値が共存する現代社会における「抵抗」 

 

「新しい市民社会」における「抵抗」は，（1）人間の存在論的な意味であると同時に国家・市場体

制と市民社会が絡み合っている社会関係，権力関係の中で行われている集団・個人行動を含ん

だ市民社会の反応である．（2）政治的な意味を含む積極性を持っているといえる．政治的意味の

「抵抗」は人々が自分たちの生活を自分たちの手で決定するため，個人ないし集団的に行う行動

である．すなわち，自分らが意思決定の当事者であるということを認識することから自分の意思表明

を明確にすることでなりうる個人および集団的行動である．（3）「抵抗」も市民社会と同じく，一方的

で画一的な姿をみせるのではなく，多様性と複合性という属性を同時に持っていると考えられる．

（4）新自由主義の本格化とグローバリゼーションのような新しい社会経済的環境の変容につれ，不

平等と差別を再生産している国家・市場体制の本質を把握し，それに対抗して不平等と差別を克
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服するための多様な社会的努力が「抵抗」として表出されているといえるだろう．  

  

第 3 節 「抵抗」のモデル 

1．「抵抗」のモデルの構築 

1－1．概念中心のモデル 

 

「概念中心のモデル」は，バーリンの「積極的な自由（Positive Liberty）」と「消極的な自由

（Negative Liberty）」の概念を参照しながら構想したものであり，「積極的な抵抗(For)」と「消極的な

抵抗(From)」に分けられる．いずれも国家・市場体制によって生産される社会的不平等と社会的な

差別を克服するための概念として理解することができる．最も重要なのは，どちらが優越するかとい

うことではなく，両者が相互補完的に社会的不平等と差別の克服をするため，どのくらいのエンパ

ワーメントを発揮することができるのか，ということである． 

 

1－2．体制との関係中心のモデル 

 

「体制との関係を中心に構想するモデル」は，国家・市場体制に対する市民社会の「抵抗」の形

態に注目したものであり，「積極的な抵抗(Out)」と「消極的な抵抗(In)」に分けて考えることができる．  

 

2．「抵抗」の視点 

 

「抵抗」の視点は，「政策志向の市民社会」に内在している矛盾を表面化させ，市民社会が国

家・市場体制から干渉されないようにするために必要であろう．したがって，本研究における分析の

理論的フレームワークは「抵抗」の視点になる．この視点は，再解釈された「抵抗」の概念と「抵抗」

のモデルを総括する視点である（政治的性向）．この視点は，多様で複合化されつつある社会問題

に適切に対応するため，推定される「抵抗」のパターンも多様で複合的であることを前提とする視点

である． 

 

おわりに 

 

現代市民社会論であると同時に，「市民社会の再構築」論と見なされる「新しい市民社会」論を，

(1)国家体制と市民社会，(2)市場体制と市民社会，(3)政策と市民社会，という 3 つの論点に分けて

検討した上で，国家・市場体制との市民社会との関係が，従来の理念的かつ対抗的だったのが，

実践的かつ協力的に変わったとしても，市民社会が国家・市場体制から干渉されないようにするた

めには，「抵抗」の視点が必要であると述べた．  

「新しい市民社会」における「抵抗」は，現代的文脈から人々の権利・良心的次元と存在論的な

次元から解釈される「市民的不服従」に基づき，人々が意思決定の当事者であるという認識からな

りうる個人及び集団的行為・行動である．そして，このような「抵抗」は，「価値の多様性」を特性とす

る現代社会における多様性と複合性という特性を持ち，国家・市場体制から干渉されないため，そ

して，社会の不平等と差別を克服するため，なされる社会的努力である．さらに，このような「抵抗」

は，多様な視点と価値が共存しながら相互補完的に作用する仕組みとして市民社会がダイナミック
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に動けるようにする原動力である．「抵抗」のモデルとしては，(1)「自由」の概念を中心に構想する

モデルと，(2)国家・市場体制との関係を中心に構想するモデルに分けられる．それぞれ「積極的抵

抗(For/Out）」と「消極的抵抗（From/In）」が多様なパターンで存在する． 

「抵抗」の視点は，以上で試みた「抵抗」の概念とモデルに基づき，市民社会が国家・市場体制

から干渉されないようにするために必要な視点である．この視点は，多様で多元的視点と価値を承

認する． 

 

 

第Ⅲ章 「新しい市民社会」とソーシャル・キャピタル 

 

はじめに   

  

本章の目的は，第Ⅱ章で構築した新たな分析の理論的フレームワークを用い，「新しい市民社

会」においてソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」について考察することである．より具体

的に言うと，本章では「新しい市民社会」，とりわけ「政策志向の市民社会」において SC が有効な

概念であるという立場から，SC の社会・文化的側面に焦点をあて，ボードリヤールの概念を手掛か

りに，国家・市場体制から干渉されない SC を想定するには，「抵抗」の視点から承認される「社会・

文化的価値」が重要であることを述べる． 

  

第 1 節 市民社会におけるソーシャル・キャピタル 

1．ソーシャル・キャピタルとは 

 

周知のように SC は，パットナムの研究から信頼・規範・ネットワークという特性として説明されてい

ると同時に，信頼・規範のような認知的なものとネットワークのような構造的なものという特性として説

明されている（稲葉 2006）が，本研究で注目しているのは，SC が経済的側面で説明されていても

社会・文化的側面が強調される概念であるという点である．  

 

2．市民社会におけるソーシャル・キャピタル 

2－1．研究の特徴 

  

まず，政策の視点から行われており，これらの研究における SC が政策論に通用するという特徴

がある．しかしながら，ある側面では政策の視点からアプローチするということに対して若干の疑問

が生じる．そして，実証分析中心の SC の研究によって日本の市民社会研究がより具体化されたと

いう特徴がある．しかしながら，実証研究からアプローチするということに対して若干の問題が考え

られる．  

 

2－2．市民社会的要素の特徴 

 

（1）「自発的結社体」への参加は，「市民参加→SC 形成→市民社会・民主主義の発展」を意味

する．このような公式は，経済発展・市民社会の活性化を図るという役割・機能を果たすものという
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パットナム理論を取り上げている SC 研究に多く見られるものである．こうした傾向によって「自発的

結社体」，つまり市民活動組織への参加という特性は，「参加型社会」という特徴で説明されている

日本の市民社会を論じる際に一般的に適用されるようになったと考えられる． 

（2）SC の「心の外部性」は，経済学でいう外部性とは異なるものであり，社会的・経済的文脈から

解釈するという SC の概念的特性を論じる際に，検討してみる意味がある概念である．このような特

性を持つ「心の外部性」は，SC に関する理論研究が欠けていると言われている日本の SC 研究に

おいて示唆する点は大きいと思われる．  

 

第 2 節 ソーシャル・キャピタルの「価値の多様性」 

1．ソーシャル・キャピタルに対する見方 

 

ブルデューの SC 概念は，非経済的手段を通して抑圧と権力がどのように再生産されるのか，そ

して，それが，経済と文化とどのような関連があるのか，に重点が置かれている．ブルデューによる

と，資本というのは利益を生み出すものであり，SC は特定集団の構成員間の関係が制度化された

持続的なネットワークの所有と関係がある資源である（ブルデュー 1979＝2005）．言い換えると，

一般的に「資本」が利益を生み出すものであることを考えると，ブルデュー型 SC も，社会的ネットワ

ーク内での位置や関係を表すものであるが，既得権を持つ者であればあるほど SC を多く持ち，SC

を増加させる機会も多くなる．これは，ブルデュー型の SC が社会的に否定的なものとして扱われて

いるため，パットナム型の SC の見方とは異なり，社会的関係の中で様々な不平等を生み出すもの

であり，多様で複雑な社会問題を解決できるという SC の社会的機能とは関係ないことを示す．しか

しながら，市民社会における SC 研究において重要なのは，経済学的観点からの古典的「資本」の

概念に社会的・文化的観点を取り入れたというブルデュー型 SC の意義である． 

 

2．ボードリヤールの「消費」のメカニズム 

 

ボードリヤールによると，現代社会における「消費」という行為には使用価値，交換価値，象徴価

値，記号価値のような 4 つの価値によって形成されるメカニズムが作用している（ボードリヤール 

1972＝2007）．ボードリヤールの「消費」のメカニズムという立場から言えば，市民社会領域で適用

される SC が信頼・規範とネットワークといった非経済的特性，または社会的信頼という，本来的に

「社会・文化的価値」を考慮した概念であるという認識に立ちながらも，具体的に SC の「社会・文化

的価値」について検討されていないという実態が存在するという点において，本研究の意義がある

と思われる． 

 

第 3 節 「新しい市民社会」とソーシャル・キャピタル 

――――――――― ソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」 

1．既存の SC 研究の分類 

2．ソーシャル・キャピタルの社会・文化的視点の変容 

  

「抵抗」の視点から承認される SC の「社会・文化的価値」は，国家・市場体制から干渉されやす

いという日本の市民社会が現在抱えている問題を解決するのに資するものであると考えられる．市
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民社会の領域から，現在直面している多くの社会問題から取り上げられる根本的問題は，ハーバ

ーマスの概念を借りると，道具的行為と戦略的行為が中心となる国家・市場体制の原理が，市民社

会である「生活世界」まで浸透していることである．そして，社会的価値と実践的問題をめぐる社会

的対立と葛藤は政策・政治的課題を残し，その解決は市民社会との協力を通して期待される．言

い換えると，国家・市場体制との新たな関係を模索する「新しい市民社会」，とりわけ「政策志向の

市民社会」が，多様な社会問題解決において有効な役割を果たすことが期待される． 

このような「正」の側面がある「政策志向の市民社会」には，協力・協働といった新たな関係が経

済的効率性と合理性といった問題，すなわち国家・市場体制から干渉されてしまうという「負」の側

面が共存する．こうした両義性において SC の概念が示唆する点は多く，特に「抵抗」の視点から承

認される SC の「社会・文化的価値」という見方は重要となる．  

 

おわりに 

 

市民社会におけるソーシャル・キャピタルとは，社会・経済的効率性の向上を目的とする経済的

「資本」の特性として説明されていると同時に，信頼・規範・ネットワークのような非経済的要素を総

括する概念として，「社会・文化的価値」が強調される概念である．ここでいう「社会・文化的価値」

は，第Ⅱ章で構築した分析の理論的フレームワークである「抵抗」の視点からなる．この「社会・文

化的価値」は，ボードリヤールの「消費」のメカニズム，すなわち，「消費」の行為を促進させる価値

のメカニズムから抽出したものである．この価値のメカニズムにおける多様な価値（使用価値，交換

価値，象徴価値，記号価値）が社会・文化領域においての価値であると同時に，経済領域でも作

用するものであるため，経済的特性と非経済的特性という2の特性を同時に持つソーシャル・キャピ

タルを説明する際に有用となると考えられる．反面，人間の欲望を満足させるために生産するので

はなく、「消費」をすることで自分の欲望が実現されているという代理満足を楽しんでいるというロジ

ックから設計されているボードリヤールの「消費」のメカニズムは，市民社会的側面が経済的側面に

左右される可能性があるということも示している．そこで，「抵抗」の視点を用い，新たな「社会・文化

的価値」を生み出す必要がある． 

ソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」は，経済的価値としての使用・交換の価値，社会

的価値としての象徴の価値，文化的価値としての記号の価値が相互に作用するメカニズムから考

えられるものである．そのソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」は「抵抗」の視点から承認さ

れる．こうした考え方は，ソーシャル・キャピタルは手段ではなく，目的として扱うべき概念であり，今

後の「新しい市民社会」におけるソーシャル・キャピタル研究において１つのアプローチとして意義

を持つと考えられる．そして，日本の市民社会におけるソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価

値」も，社会的価値が複合的に作用するメカニズム的な側面として理解することもできるため，日本

の市民社会に対する見方も変容する可能性があると考えられる． 

 

 

第Ⅳ章 「新しい市民社会」と「社会的経済」 

  

はじめに 
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本章の目的は，「抵抗」の視点とSCの「社会・文化的価値」を用い，「政策志向の市民社会」，とり

わけ政策の領域における「社会的経済」に関する動向を検討し，そこから抽出された「社会的経済」

の特性に焦点をあて，国家・市場体制から干渉されない「社会的経済」を目指すために有用な方

向性について考察することである．  

 

第 1 節 「政策志向の市民社会」としての「社会的経済」 

1．「社会的経済」とは 

 

「社会的経済」は，国や研究者によって多様な用語で使われている．各々差異が存在するもの

の，いずれにも共通するのは，資本優先の利益追求という経済的目的より人間優先の社会問題解

決という社会的目的を目指す市民社会的要素が，政策の領域で適用されているということである．

このような「社会的経済」は伝統的文脈からの古い概念であると同時に，現代的文脈からの新しい

概念でもある．  

 

2．歴史的文脈からの「社会的経済」 

 

フランスでは 1970 年代に協同組合，共済組合，アソシエーションが共同の社会運動を展開し，

自分らの共通した領域を「社会的経済」と名乗ったが，従来の社会運動的な「社会的経済」を国レ

ベルで注目し，フランス政府が 1981 年に社会経済府を組織することによって「社会的経済」の制度

化がはじまったのである（大高 2005:Chou 2010）．この「社会的経済」の制度化は，一般的に「社

会的経済」が政策の領域で捉えられるようになった 1980 年代の社会的経済的背景と関係がある．  

「社会的経済」の再登場の背景には，市民社会側が主導したものではなく，経済危機に直面し

た国家の選択によるものであったという側面が考えられる．したがって，経済・社会政策の枠組で

「社会的経済」が注目されるようになったのである．このような背景から再登場した「社会的経済」は，

EU や OECD のような国際機関で政策志向的概念としての重要性が認められている．  

 

3．政策志向の「社会的経済」 

 

EU と OECD の「社会的経済」の概念の定義では，社会的排除と貧困といった社会問題を解決

するという政策の課題に対し，「社会的経済」を手段的・道具的に捉えている．また，市民社会側の

主導ではなく，経済危機に直面した国家の選択によって採択された「社会的経済」が，経済政策の

領域で取り上げられているものであるため，「社会的経済」が概念的には社会的目的を優先すると

いう市民社会的側面が期待される概念であっても，実践的には市民社会的側面がどのように反映

されているのかが疑わしい． 

 

4．政策志向の「社会的経済」の特性 

 

ドゥフルニの法的・制度的アプローチ(legal and institutional approach)と規範的アプローチ

(normative approach)（Defourny 1999：11-17）は，「社会的経済」という概念を理解する際に，重要

な視点を提示している．それは，資本より人間中心の視点である．この人間中心の視点は，「社会
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的経済」を論じる際に強調されている社会的目的に対する明確な認識と相通する．「社会的経済」

において社会的目的は，「社会的経済」が経済的手段を取り入れながら活動をしているため，利益

追求という経済的目的を優先する市場経済と区別するには重要な特性である． 

 

第 2 節 「新しい市民社会」と「社会的経済」：「抵抗」の視点から 

1．「社会的経済」をめぐる議論 

1－1．二分的な見方 

 

（1）「政策志向」の「社会的経済」に対する肯定的見方である．それは，「市民の満たされていな

いニーズを市民自らの手で実現しようとする『新しい社会運動』の一環であると高く評価し，その方

向性と可能性に期待をかける議論」である（福土 2009：161-162）．この議論は，社会運動の枠組

みで国家・市場の失敗によって生じた社会問題を自ら解決しようとするという側面と市民社会側が

主導するという側面が強調されているという解釈もできる反面，国家との新しい関係を構築する市

民社会という文脈の市民社会論の視点からは，政策の枠組みにおける「社会的経済」の可能性が

あるという再解釈もできるだろう．その可能性というのは，政策志向の「社会的経済」を制度的側面

からの「補完的仕組み」とする見方から開かれると考えられる． 

（2）政策志向の「社会的経済」に対する批判的な見方である．それは，「公共セクター，民間営

利セクターのコーポラティズム的な関係だけでは解決することが困難な社会問題が出現してきてい

る現状の裏返しとして，公共セクターが持っていた権限の一部を市民セクターに委譲しているにす

ぎず，そこには新自由主義批判の契機が含まれているというより，それ自体新自由主義の一環に

他ならないという議論」である（福土 2009：161-162）．この議論は，（1）第１節で述べたように，「社

会的経済」が，民営化・構造改革・労働市場の柔軟化のような新自由主義政策を打ち出した国家と

市場の失敗で生じた失業と福祉の個人化による社会的排除と貧困といった社会的問題の拡大を

防ぐための方案として取り上げられているという背景と直接的な関係がある．また，（2）経済社会政

策の枠組みで，国家と市場の失敗によって「社会的経済」が注目されるようになったという背景から，

市民社会側が主導したものではなく，経済危機に直面した国家の選択によるものであるという批判

である．そこには，政策志向の「社会的経済」がどのような形態であろうが，国家・市場体制の影響

を受ける可能性があるということは排除できないという問題意識がある． 

 

1－2．小括 

 

肯定的見方と批判的見方から，政策の領域における「社会的経済」を制度的側面からの「補完

的仕組み」と規範的側面からの「抵抗的仕組み」として捉えることができる．制度的側面からの「補

完的仕組み」は，「政策志向の市民社会」という新たな形態の意義である市民社会の政策志向とい

う要求（側面）を充足させる．そして，規範的側面からの「抵抗的仕組み」は，「政策志向の市民社

会」という新たな形態に内在している矛盾の修正に必要とされる市民社会の本質という要求（側面）

を充足させる．これは，「新しい市民社会」における「抵抗」の視点から，政策の領域における「社会

的経済」を理解する際に重要である．こうした「補完的仕組み」と「抵抗的仕組み」という見方は，相

互対立する見方ではなく，バランスを前提とする相互共存する見方である．言い換えると，大高が

指摘したように，「社会的経済」は既存の経済学が考慮しなかった人間の問題，貧困と社会不平等
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のような人間の苦痛の問題に関心を持ち，経済に社会的側面も考慮すべきであるという軸で考え

られる概念である．これは，「社会的経済」が市民社会論的理念を現実化させる概念であるというこ

とを意味すると同時に，経済的側面と市民社会的側面のバランスが重要であることを意味する．こ

の経済的側面と市民社会的側面のバランスというのは，制度的側面と規範的側面のことを指す．そ

こで考えられるのは，政策の領域における「社会的経済」を「補完的仕組み」のみならず「抵抗的仕

組み」として再認識することによって，そのバランスを図ることができるということであろう． 

 

2．「抵抗」の視点とソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」 

2－1．政策理念的側面からの提案 

 

「社会的経済」政策を論じる際に，最も重要な点は，市民社会が市場経済の原理に巻き込まれ

ないようにすることである．そのためには，経済社会政策の枠内で「社会的経済」を取り上げるので

はなく，「市民社会政策」の枠内で「社会的経済」を取り込むことが必要であろう．すなわち，政策形

成の過程における観点の転換が必要であろう． 

 

2－2．「価値の多様性」を特性とする現代社会における「社会的経済」 

 

「抵抗」の視点とソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」から考えられる「社会的経済」は，

自由で人間的な経済，資本ではない人間中心の経済，人間の価値が道具でなく，目的となる協力

の経済であろう．したがって，上記のような二分法的見方では，社会的排除や貧困のような多様で

複合化されつつある社会問題に適切に対応できる「社会的経済」を想定できない．そこで，人間中

心の経済活動をする市民社会の１つのモデルとして「社会的経済」を規定するため，自立した「社

会的経済」の活動が保障されるように規範的側面からの「抵抗的仕組み」かつ制度的側面からの

「補完的仕組み」として再構築する必要があるだろう． 

  

第 3 節 「政策志向の市民社会」としての「社会的経済」 

―――――――――日本の市民セクター 

1．日本における「社会的経済」 

 

周知のように，日本における「社会的経済」は，非営利組織と協同組合（協同セクター）として捉

えられている傾向がある（富沢・川口 1997：角頼 1997）．または，第 3 セクターという用語が多用さ

れているが，栗本が指摘したように，「日本の第3セクターは官民合弁企業という意味になるため」，

ここでは「社会的経済」の異なる表記として使用されているサードセクターという用語を使う．したが

って，後が指摘したように，日本における「社会的経済」の現状を検討する際に重要なのは，日本

の「社会的経済」，つまり日本のサードセクターが，アメリカ的アプローチ（非営利セクター論）とヨー

ロッパ的アプローチ（社会的経済論）の，どちらの理論をもとにしているかを定めることである． 

これらの特徴から見ると，日本の「社会的経済」，つまりサードセクターがアメリカ型のNPOモデル

を採択しているなら，市場志向という特徴を持つことになる．すなわち，社会性を重視するより，新

自由主義的環境で，補完的な役割を果たしながらの市場性が重視されているということになるが，

日本の「社会的経済」がヨーロッパ型のモデルを採択しているなら，経済活動の社会性という特性
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を持つことになる．すなわち，経済的活動をしながらも，市場優先ではなく，人間優先の社会性が

重視されていることになる． 

 

2．日本における「社会的経済」の課題 

 

（1）大高（2005：75-76）が指摘したように，「社会的経済」が国によって制度化されることによって

支配体制，つまり国家・市場に利用される可能性が高いという問題に対する取り組み方である．こ

れは，支配体制の影響が強くなり，「社会的経済」が追求すべき本来の社会的目的を失ってしまう

可能性もあるということを意味する．（2）非営利組織（NPO）の「商業主義化傾向」と「政府の付属組

織化」という批判（角瀬 1997：5）と経営上の危機から，アイデンティティの危機への深化が問題と

なってくる（角瀬 1997：2）ことである．（3）「社会サービスを提供することが重要な機能となる．その

ためには，営利を目的とはしないが，社会サービスを持続的・継続的に提供しつづけられる組織と

しての運営や経営を行うことが必要である」（安立 2005：19）． 

しかしながら，これらの課題は，福祉 NPO，特に事業型の NPO に限定した内容であるものの，

社会サービスを持続的・継続的に提供できるように，ある程度の予算を確保するための具体的な方

案がなければ，社会的な側面より経済的な側面が優先されてしまう可能性がある．そして，これらの

課題は，現在日本の市民社会領域で行われている NPO のアイデンティティに関する研究と相通す

る側面がある．この NPO のアイデンティティという問題は「社会的経済」の市民社会的側面が経済

的側面に左右される可能性があるということを意味する．したがって，こうした可能性を見直すことこ

そが，今後の日本の「社会的経済」において重要な課題になるだろう． 

 

おわりに 

 

本章では，第Ⅱ章で構築した分析の理論的フレームワークである「抵抗」の視点と第Ⅲ章で考察

したソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」を用い，「政策志向の市民社会」として規範的側

面と制度的側面を同時に持つ「社会的経済」について考察した．具体的には政策領域における

「社会的経済」，すなわち政策志向の「社会的経済」に関する動向を検討し，そこから抽出された

「社会的経済」の特性に焦点をあて，市民社会的側面が経済的側面に左右されない「社会的経済」

を目指すためには「抵抗的仕組み」と「補完的仕組み」のバランスが重要であると述べた． 

「社会的経済」が資本より人間を中心とする視点で社会的問題を自ら解決するという主体的思想

という伝統を引き継いでいるため，「社会的経済」が既存の経済学が考慮しなかった貧困と社会不

平等のような人間の苦痛の問題に関心を持ち，経済に社会的側面も考慮すべきであるという市民

社会論の理念を現実化させる原動力になると思われる．このような認識を踏まえ，市民社会的側面

が経済的側面に左右されない「社会的経済」を想定するには，市民社会が市場経済より上位概念

で捉えられる「市民社会政策」の構築が必要である．それは，「社会的経済」に「社会的経済」の特

性を単純化してしまう可能性がある二分法的視点から，多様で複合化されつつある社会問題に適

切に対応できる多様で複合的な視点への転換が必要であろう． 
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結論 

今後の「新しい市民社会」，とりわけ「政策志向の市民社会」の方向性 

 

1．本研究は何を明らかにしたのか 

 

まず，第Ⅰ章では，本研究における問題意識を明らかにした．そして，第Ⅱ章では，本研究にお

ける分析の理論的フレームワークを明らかにした．さらに，第Ⅲ章では「抵抗」の視点から，市民社

会におけるソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」を抽出した．最後に，第Ⅳ章では，第Ⅱ

章で構築した分析の理論的フレームワークである「抵抗」の視点と第Ⅲ章で考察したソーシャル・キ

ャピタル「社会・文化的価値」を用い，実際に「政策志向の市民社会」として規範的側面と制度的側

面を同時に持つ「社会的経済」について考察した後に，市民社会的側面が経済的側面に左右さ

れないようにするために必要なのは，「社会的経済」に対する見方の転換であると述べた． 

 

2．本研究の示唆と課題 

 

本研究における示唆点は，（1）「政策志向の市民社会」に内在している矛盾を取り上げ，問題提

起をした点と，（2）「抵抗」の視点とソーシャル・キャピタルの「社会・文化的価値」を抽出した点であ

る．そして，いくつかの今後の研究課題も残されている．これらの課題について今後進めていきた

い研究の方向性と関連づけて述べると，以下のとおりである．（1）Japanese Studies 領域の中で日

本の市民社会研究として「日本型の市民社会」ではなく，国を超えるグローバルな社会と向き合う

日本の市民社会という新たなテーマの下で，「政策志向の市民社会」についての事例研究を進め

ていきたい．（2）その事例研究に加え，市民社会政策や教育政策のような具体的方法論を模索す

る研究を進めていきたい．（3）ソーシャル・キャピタル研究としては市民社会におけるソーシャル・キ

ャピタルの「社会・文化的価値」をより豊かにできる実践的・理念的研究を進めていきたい． 
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